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人
権
擁
護
委
員
制
度
を
知
っ

て
い
ま
す
か
？

　

６
月
１
日
は
、
人
権
擁
護
委
員

法
が
施
行
さ
れ
た
「
人
権
擁
護
委

員
の
日
」
で
す
。

　

周
防
大
島
町
に
は
周
防
大
島
町

長
が
推
薦
し
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
た
８
人
の
人
権
擁
護
委
員

が
お
り
、
人
権
に
つ
い
て
の
相
談

を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。
相
談
は

無
料
で
、
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
。

一
人
で
悩
ま
ず
、
お
気
軽
に
ご
相

談
く
だ
さ
い
。（
相
談
日
等
に
つ
い

て
は
、
22
ペ
ー
ジ
の
「
暮
ら
し
の

相
談
」
か
ら
ご
確
認
く
だ
さ
い
）

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
地
方
法
務
局 

岩
国
支
局

　

☎
０
８
２
７
（
43
）
１
１
２
５

全
国
健
康
保
険
協
会
の
特
定

健
診
受
診
の
ご
案
内

　

全
国
健
康
保
険
協
会
（
協
会
け

ん
ぽ
）
で
は
、
加
入
す
る
40
歳
か

ら
74
歳
ま
で
の
ご
家
族
（
被
扶
養

者
）
の
方
を
対
象
に
特
定
健
診
（
基

本
的
な
健
診
に
つ
い
て
は
、
最
大

７
１
５
０
円
の
費
用
補
助
あ
り
）

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

対
象
の
方
に
は
、
３
月
31
日
に

協
会
け
ん
ぽ
か
ら
ご
自
宅
に
受
診

券
を
お
送
り
し
て
い
ま
す
。
受
診

可
能
な
健
診
実
施
機
関
や
費
用
に

つ
い
て
は
、
受
診
券
に
同
封
の
案

内
文
書
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
受
診
の
際
は
、
事
前
に

健
診
実
施
機
関
に
ご
予
約
の
う
え
、

受
診
券
と
健
康
保
険
証
を
忘
れ
ず

に
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

全
国
健
康
保
険
協
会
山
口
支
部

保
健
グ
ル
ー
プ

　

☎
０
８
３
（
９
７
４
）
１
５
０
１

相
続
登
記
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
！

「
相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
」

に
関
す
る
講
演
会
・
相
談
会

■
日
に
ち

　

６
月
18
日
㈰

■
場
所

　

中
市
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ル
Ｎ

ａ
ｃ
（
山
口
市
中
市
町
３
‐
13
）

■
内
容
　

 

・
講
演
会
（
午
前
10
時
～
11
時
）

　
「
相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
に
つ

い
て
」

 

・
相
談
会（
午
前
11
時
～
午
後
４
時
）

　

司
法
書
士
が
、
土
地
・
建
物
の

相
続
の
登
記
に
関
す
る
相
談
を
お

受
け
し
ま
す
。

■
申
込
方
法

　

６
月
15
日
㈭
ま
で
に
、
電
話
に

て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。（
講
演

会
・
相
談
会
と
も
に
事
前
予
約
制
。

人
数
制
限
あ
り
）

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
地
方
法
務
局

　

☎
０
８
３
（
９
２
２
）
２
２
９
５

　
（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス 

４ 

→ 

３
）

講
演
会

「
町
が
教
育
に
立
ち
あ
が
っ

た
歴
史
」

　

大
正
時
代
に
全
国
で
も
珍
し
い

町
立
中
学
校
が
創
設
さ
れ
、
そ
の

後
、
安
下
庄
高
校
、
周
防
大
島

高
校
へ
と
継
承
さ
れ
て
、
今
年
で

１
０
０
年
。
創
設
か
ら
の
歴
史
、

今
に
つ
な
が
る
地
域
お
こ
し
の
精

神
に
つ
い
て
講
演
を
行
い
ま
す
。

■
日
時

　

５
月
27
日
㈯

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時

■
場
所

　

橘
総
合
セ
ン
タ
ー
（
入
場
無
料
）

■
講
師

 

・
大
田
真
一
郎 

氏

　
（
周
防
大
島
高
校 

校
長
）

 

・
光
田
伸
幸 

氏

　
（
周
防
大
島
高
校 

元
校
長
）

■
問
い
合
わ
せ

　

橘
郷
土
会
事
務
局
（
尼
崎
）

　

☎
０
９
０
（
４
７
５
１
）
６
２
１
８                           

島
の
く
ら
し
を
お
す
そ
わ
け

～
夏
コ
ー
ス
～

●
そ
ば
打
ち
体
験

 

・
日
時

　

６
月
４
日
㈰

　

午
前
９
時
～
午
後
３
時

 

・
場
所
　
大
島
地
区 

実
施
者
宅

 

・
体
験
料
　
２
０
０
０
円

 

・
受
入
人
数
　
５
人

 

・
募
集
締
め
切
り　

５
月
25
日
㈭

●
和
菓
子
づ
く
り
～
桜
餅
・
柏
餅
～

 

・
日
時

　

６
月
29
日
㈭

　

午
後
１
時
～
３
時

 

・
場
所　

工
房
ふ
き
の
と
う

 

・
体
験
料
　
１
２
０
０
円

 

・
受
入
人
数
　
５
人

 

・
募
集
締
め
切
り
　
６
月
19
日
㈪

※ 

各
コ
ー
ス
と
も
お
申
し
込
み
多

数
の
場
合
は
抽
選
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
少
数
の
場
合
は
開
催
で

き
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
了
承
く
だ
さ
い
。

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
暮
ら
し
体
験
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
事
務
局
（
農
林
水
産
課
内
）

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

催
　
　
し

　改正道路交通法により令和５年４月１日から自転車に
乗るすべての方のヘルメット着用が努力義務となりまし
た。県内でも、頭部への怪我が最も多くなっているので、
自転車に乗るときは必ずヘルメットを着用しましょう。
　自転車は気軽に利用できる乗り物ですが、自転車の交
通違反が原因となる交通事故も発生しています。自転車
に乗るときは、信号や一時停止等の交通ルールを守り、
ヘルメットを確実に着用して安全に利用しましょう。

ヘルメットの着用が努力義務化！

問周防大島幹部交番　☎ 0820（72）0110
　柳井警察署　　　　☎ 0820（23）0110


